
様式第３号(第３条関係)

川本

部　 開 示　 決 定　 通　 知　 書

武　市　い　第９ 号

尹成２６年５月７日

武雄市長　箘 渡　啓

平成２６年４月２０日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公開条例第

９条第１項の規定により、次のとおり公文書の 一部を開示することと決定したので通知します。

公文書の件名
平成２５年度の「武市い」の文言件名簿のうち、文書番号６９番

以降の部分すべて

開 示 の 日 時 開示文書郵送による

開 示 の 場 所 同 上

公 文言の- 部を

不開 示とする理由

武雄市情報公開条例第７条第２ 号の規定に該当

(理 ㈲

個人に関ずる情報であり、特定の 個人が識別されるため，

所　　管　　課 営 業部　 いのしし課　 いのし 囗系

電話 壽け(直通)０９５４－２３－９１７０

Ｌ １　 公 文 君 の 開 示 を 受 け る 際 に は ， 二 の 通 知ill を 係 八 に 提 示 し て く だ さ い

２　 指 定 さ わ た 公 韜 鄒 八 間 引 川| 時 に 支 障 か お る. と き は ，あ ら か じ め そ 内 旨 を 所 竹 課 に 連 絡 し

て く だ さ い

３　 二 の 決 定 に つ い て 伺11曷 ゆj る 場 訃 に は ， 二･ﾉ) 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た|| の 夕|| か ら 起 算
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